
　　　　     ま　ち

平成22年度　☆町の保健だより☆

☆個人情報に関しては、守秘義務に基づき他者に漏らすことはありませんので、

　ご安心下さい。 　相談・問い合わせ先（随時受付中。お気軽にどうぞ）

☆乳幼児健診や乳幼児相談、予防接種等については「乳幼児すくすくカレンダー」で 　足寄町役場　　(北1条4丁目48番地)
　別途対象者に配布していますので、そちらをご覧ください。 　ほけんすいしん

☆各保健事業は、足寄町ホームページでもご覧いただけます。 　福祉課　保健推進担当　電話　２５－２５７１(直通)

(全町民対象)

赤ちゃん訪問のほか

健診事後や療養生活・

介護予防支援のため、

あらゆる年代の方を

保健師・管理栄養士・

歯科衛生士が訪問し

ています。

ご希望の方はいつで

保存版

(全町民対象)

妊婦や乳幼児から高齢者まで、

あらゆる年代の方を対象に健

康に関する相談を、個人に限

らず自治会などの集団でも受

けられます。

来庁、電話、健康講座におい

て保健師・管理栄養士・歯科

衛生士が相談にのります。

（全町民対象）

健康に関する情報や知識につ

いて、乳幼児から高齢者まで

あらゆる年代の方を対象に保

健師・管理栄養士・歯科衛生

士が実施しています。

サークルや自治会・職場等の

希望や相談に応じます。講師

料は無料です。

伝染の恐れのある疾病の発生

やまん延を予防するため、乳

幼児～高齢者まで、該当の方

に実施しています。

小学生～高校生等で該当する

方には世帯主の方に個別通知

しますので期間内に必ず受け

ましょう。

（丌妊治療費助成交付事業）

足寄町に１年以上住所を有し

ていて助成を希望する方を対

象に、1年度につき2回を限度

に５万円を上限として5年間

助成しています。

希望される方は、お気軽にご

相談ください。

足寄町役場福祉課窓口で随時受け付けしています。

保健師が丌在の場合がありますので、来庁前に確認のお電話をお願い

します。

お渡しするもの

母子健康手帱

父子手帱

妊婦健診受診票

心の病を持ち地域に仲間と集

える場を必要としている人を

対象に、月１回調理やカラオ

ケ、軽運動など参加者の希望

に沿ったレクレーションを通

し、社会復帰促進への支援を

しています。

参加を希望される方は、お気

家庭訪問 健康相談 出張健康講座 定期予防接種

ひまわりサークル こうのとり事業母子健康手帱の交付(妊婦対象)


